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【手続補正書】
【提出日】平成27年2月16日(2015.2.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次の成分（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）：
　（Ａ）Ｎ－アシル酸性アミノ酸又はその塩　０．００５質量％以上０．３質量％以下、
　（Ｂ）アルキル硫酸塩　０．５質量％以上２質量％以下　及び
　（Ｃ）ポリリン酸又はその塩　０．００５質量％以上０．４質量％以下
を含有する歯磨組成物。
【請求項２】
　成分（Ａ）がＮ－ラウロイルグルタミン酸、Ｎ－ミリストイルグルタミン酸、及びこれ
らの塩から選ばれる１種又は２種以上である請求項１に記載の歯磨組成物。
【請求項３】
　さらに（Ｄ）スクラロースを０．００１質量％以上０．１質量％以下含有する請求項１
又は２に記載の歯磨組成物。
【請求項４】
　成分（Ａ）及び成分（Ｃ）と成分（Ｄ）の質量比（（Ａ）＋（Ｃ））／（Ｄ）が、１以
上３０以下である請求項３に記載の歯磨組成物。
【請求項５】
　成分（Ａ）と成分（Ｃ）の含有量の合計が０．０１質量％以上０．６質量％以下である
請求項１～４のいずれか１項に記載の歯磨組成物。
【請求項６】
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　さらに（Ｅ）グリセリンを１質量％以上１０質量％以下含有する請求項１～５のいずれ
か１項に記載の歯磨組成物。
【請求項７】
　さらに（Ｆ）２０℃において水溶液１００ｇに対して５～４０ｇ溶解する糖アルコール
を含有する請求項１～６のいずれか１項に記載の歯磨組成物。
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